
 

介護保険事業者からの事故発生報告手順書 

 

【報告手順】 

鎌倉市への第一報に先立ち、当該利用者への事故対応や家族・関係者への連絡を速やかに行

ってください。鎌倉市への第一報は、e-kanagawa電子申請システム（以下、「e-kanagawa」と

いう）を用いて報告を行ってください。なお、やむを得ない理由により e-kanagawaを使用でき

ない事業者については、市担当者までご連絡ください。 

 

【事業者登録の手順】 

１ 本市ホームページ「介護保険事業者からの事故報告について」のページ内の電子申請 URL 

から、外部サイト「e-kanagawa」へアクセスしてください。  

 

２ SaaS型電子申請サービス（利用者）の画面に「介護保険事業者からの事故報告」が表示さ

れるので、初めて利用される方は利用者登録を行ってください。 

  既に利用者登録がお済の方は、利用者 ID、パスワードを入力し、ログインしてから利用規

約に同意し、【事故報告第一報の手順】から行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めて利用する方は、

「利用者登録される方

はこちら」をクリック 

登録済みの方は、利用

者 IDとパスワードを入

力して「ログイン」を

クリック 



 

３ 利用規約を確認の上、利用規約に同意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 利用者区分、利用者ＩＤを登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用規約を確認後、「同

意する」をクリック 

利用者区分、利用者ＩＤ

を入力し、「登録する」

をクリック 



 

５ 利用者登録すると登録したメールアドレスに e-kanagawaから URLが届きます。利用者登録

画面から利用者情報を入力してください。 

 

 

６ e-kanagawaから利用者情報登録完了のメールが届き登録手続き完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【事故報告第一報の手順】 

１ 本市ホームページ「介護保険事業者からの事故報告について」のページ内の電子申請 URL 

から、外部サイト「e-kanagawa」にアクセスし、ログインしてください。 

 

２ 申込画面から「１ 事業所の概要」、「２ 対象者」、「３ 事故の概要」、「４ 事故

発生時の対応」まで入力し、「確認に進む」をクリックしてください。 

 注意）画面を長時間開いたままや、回線の切断等が発生した場合は入力した情報が失われる

場合があります。適宜「入力中のデータを保存する」を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目について入力して

ください 



 

３ 「５ 事故発生後の状況」については、最終報告までに入力してください。 

  （後日、追記することができます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 申込確認画面から入力内容を確認してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 事故報告の状況を選択してください。 

  第一報が選択されていると市が第一報の内容を確認した後、申請を返却します。 

  最終報告が選択されていると市が報告内容を確認した後、受理します。 

 

 

６ 申請内容確認後、「申込む」をクリックすると鎌倉市へ第一報又は最終報告が届きます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 申込が完了すると申込完了画面が表示され、整理番号が表示されます。本整理番号は市の

管理番号となりますので、番号を控えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容に誤りがなければ

「申込む」をクリック 

「PDFプレビュー」をク

リックすると事故報告

書が確認できます。 

「第一報」か「最終報告」

を選択 



 

【最終報告の手順】 

１ 本市ホームページ「介護保険事業者からの事故報告について」のページ内の電子申請 URL 

から、外部サイト「e-kanagawa」にアクセスし、ログインしてから申込内容照会を確認して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第一報として市へ申請した事故が表示されるので、修正等をしたい事故報告の「詳細」を

クリックしてください。（市が第一報を受付すると処理状況が「処理待ち」から「返却中」

の表示に変わります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申込内容照会」をクリ

ック 

「詳細」をクリックする

と申請した内容が表示 



 

３ 申請内容の修正又は「５ 事故発生後の状況」を追記する場合は、「修正する」をクリッ

クして修正してください。 

 注意）画面を長時間開いたままや、回線の切断等が発生した場合は入力した情報が失われる

場合があります。適宜「入力中のデータを保存する」を行ってください。 

 

４ 事故報告の内容が全て入力できたら、事故報告状況の「最終報告」を選択してください。 

 

   ※最終報告作成中に途中保存（５「修正する」をクリック）する場合は「最終報告作成

中」を選択してください。最終報告作成中以外で途中保存すると、市が第一報として返

却又は最終報告として受理することがあります。 

 

５ 申込変更確認画面から入力内容を確認し、「修正する」をクリックしてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「最終報告」を選択 
「確認へ進む」をクリック 

「修正する」をクリック 

「修正する」をクリック 



 

５ 申込変更完了の表示で、最終報告は完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

１ 内容を修正して「再申込する」をクリックすると同じ事故報告が申請され、２重申請とな

りますので、再申込はしないでください。 

 

２ 申請後、e-kanagawaにログインすることで、過去の申請内容を確認することができます

が、一定期間後に自動消去されます。報告した事故内容については、「PDFファイルを出力

する」をクリックし、印刷などして保管をしてください。 

 

 

 

 

  


